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女性の参画加速プログラム（抜粋） 

 

 

平成 20 年４月８日 

男女共同参画推進本部決定 

 

 

Ⅲ 具体的な取組内容 

女性の参画を推進するため、具体的な取組内容としては、第一に、あらゆる分野にお

ける女性の参画を加速するための基盤整備の充実、第二に、活躍が期待されながら女

性の参画が進んでいない分野の重点的な取組を進める。 

（略） 

２．活躍が期待されながら女性の参画が進んでいない分野についての重点的取組 

（略） 

（３） 公務員（国、地方公共団体） 

国民本位の行政を実現し、かつ多様で複雑化する行政ニーズに対応するため

には、政策に国民の目線で多様な視点や新しい発想を導入することが求められ

ている。このような観点からも、公務部門における女性の活躍は、極めて重要であ

る。また、「2020 年 30％」という目標を踏まえ、まず公務部門として率先して取組を

行うべきである。しかし、かつて採用者に占める女性の割合が少なかったこともあ

り、公務員の管理職に占める女性の割合が国家公務員については 1.7％（平成

17 年度）、地方公務員については都道府県 5.1％、政令市 7.7％、市区町村

8.6％（平成 19 年）と低くなっている。 

公務員は、頻繁な転勤に加えて、本省・本庁勤務の職員は、慢性的に長時間

勤務となっていることが多く、必ずしも仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現しやすい職場環境とはいえない状況になっている。 

このような課題を解決するため、以下のような取組を行う。 

（柔軟な勤務体制の推進） 

各府省において、育児短時間勤務、育児時間、早出遅出勤務、テレワーク等

の活用を通じ、男女ともに仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現しや

すい柔軟な働き方を推奨・推進する。 

（働き方の見直し） 

政府全体として、業務の効率化を図るとともに、勤務状況の的確な把握など勤

務時間管理を徹底することにより、超過勤務の縮減に努める。 

（女性職員の登用の推進） 

政府全体として、本省課室長相当職以上に占める女性の割合を、平成 22

年度末に少なくとも５％程度とすることを目指して、女性職員の登用を積極

的に進める。 
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（行動計画の充実・見直しとその着実な実施） 

各府省において、「女性職員の採用・登用拡大計画」等に、本省課室長相

当職以上に占める女性の割合を現在の割合より少なくとも３％程度を基本

として増加するという数値目標を設定し、きめ細かで具体的な行動計画とす

べく充実・見直しを行う。また、男女共同参画や仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の推進のための各府省の推進体制の整備･強化、取組状

況の定期的な把握と評価、不規則な勤務に従事する必要が生じた場合のため

の保育ニーズへの支援について検討する等モデル的取組の実施等を通じ、計

画の着実な実施に努める。さらに、管理職を含め、様々な階層の職員向けの

男女共同参画推進に関する研修の実施等に努める。加えて、中途採用や民間

との人事交流についても積極的に検討を行う。 
（女性の意欲向上と能力開発・発揮（エンパワーメント）のための取組） 

各府省において、女性職員が安心して業務に取り組み、仕事に対する意欲を

向上させることができるよう、女性職員を従来配置されなかった部署に配置するな

ど、職務経験を通じた積極的なキャリア形成の支援を行う。また、女性職員に対す

る研修の機会の充実やメンター制度の普及・充実等による相談・助言を受けやす

い環境の整備を図る。 

 


